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全ての自転車利用者の
ヘルメット着用が努力義務に！

道路交通法の改正に伴い、

令和５年４月から、全ての自転車利用者に自転車ヘルメット着用の
努力義務が課されました。
自転車乗車時には、頭部を保護し、交通事故や転倒による被害を軽減するた

め、ヘルメットを着用しましょう！

井上署長からは、
「小倉東高校の生徒のみなさんが、ヘルメットを
被るようになって、他高校への手本となってく
ださい。」
「ヘルメット着用推進に向け、頑張りましょう！」

校長先生へ指定書交付
生徒会長からの宣誓

ヘルメットを着
用し、交通安全
に努めます！


